
  

太田市放置自動車等防止条例施行規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

 

令和８年３月３１日 

 

              太田市長 穂 積 昌 信  

 

太田市規則第２９号 

 

太田市放置自動車等防止条例施行規則の一部を改正する規則 

 太田市放置自動車等防止条例施行規則（平成１７年太田市規則第２

８６号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「交通対策課」を「地域モビリティ戦略課」に改める。 

   附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


